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ファミサポ通信「さぽーとi」は岩沼市ファミリー・サポート・センターが発行する機関紙です。

さわやかな風が心地よいこの季節、皆さまいかがお過ごしでしょうか。おかげ
さまで、岩沼市ファミリー・サポート・センター事業も１６年目となり、着実
に地域での子育て支援の輪が広がってきていることを嬉しく思います。会員さ
ん同士のよりよい信頼関係を築いていけるよう、お手伝いさせていただきます
ので、ご支援・ご協力をお願いします。

笑顔を繋ぐ、ファミサポの輪
育児の「援助を受けたい人」と「援助を行いたい人」とを結びます。

会員の皆さまの声をお伝えします

依頼会員の声①

わたしの頼もしいサポーター。

両親ともに土日に仕事がある時に
預かってもらえるので安心して仕
事ができます。

おかげでとても助かっています。

依頼会員の声②

近くに親戚もいないので不安だら
けでした。現在お世話になってい
る協力会員の方は私たち夫婦に
とって強力なサポーターです。

協力会員の声①

なんといってもかわいい！

関わっているお子さんの成長が見
られます。とてもかわいくて毎回
のサポートが楽しみです。

協力会員の声②

一緒に過ごす時間が楽しみです。

公園へ行ったり、折り紙、お絵かき、
一緒に遊んでいると時間が経つのを
忘れてしまいます。お子さんの笑顔
は元気の源です。

子どもが好き。地域の役に立ちたい。現在活
動されていない協力会員の皆様、そんな気持
ちを活かしてみませんか？無理のない時間で
OKです。
「ありがとう」をやりがいに！！

こんな悩みありませんか？お迎えに間に
合わない。通院、リフレッシュの時間が
欲しい。上の子の行事に集中したい。
☛そんな時はファミサポへ
初めての方は登録が必要です。お気軽にお
問合せ下さい。

依頼会員の皆様へ 協力会員の皆様へ



保育の無償化を受けるためには
償還払い請求の手続きが必要です

ファミリー・サポート・センター事業
を利用する際の費用について一定の要
件を満たす場合には償還払いにより無
償となる場合があります。主な要件は
「保育の必要性についての事前認定」
及び「保育所等の待機児童であるこ
と」等です。詳しくは利用申し込みの
前に子ども福祉課へお問い合わせくだ
さい。

子ども福祉課（０２２３－２３－０８２６）

事務局からのお願い

①登録変更手続きについて

住所・電話番号の変更、お子さんの入
園・進学・転園など所属の変更、勤務
先などの変更がありましたら事務局まで
速やかにご連絡ください。

②退会届について
転居やお子さんが小学校を卒業した場
合など、今後ファミリー・サポート・セ
ンターの利用がなくなる時には退会届が
必要となります。また、協力会員として
活動がむずかしくなった場合も事務局ま
で速やかにご連絡ください。電話でのご
連絡でも結構です。

③電話連絡について

緊急で連絡が必要な時にはファミサポの
携帯へご連絡ください。

（土日祝日で預かりが確定している場合に限る）

０８０－１６６０－１０７１

ファミリー・サポート・センター事業に関する質問や登録
に関することは、お気軽に事務局にお問合せください。
岩沼市ファミリー・サポート・センター事務局

（岩沼みなみプラザ 子育て支援センター内）
〒９８９－２４４５ 岩沼市桑原4丁目6番７０号
電話 0223-36-8763 Fax 0223-25-1737

会員数（R８年３月末現在）
依頼会員 203名
協力会員 50名
両方会員 23名

合計 276名

ファミリー・サポート・センターはお子さんを「預けたい方」（依頼会員）と「預かることができる方」
(協力会員）がそれぞれ会員になって、地域で子育てをサポートする相互援助活動（有償）です。利用する
ためには会員登録が必要です。今すぐ利用予定のない方も急な利用に備えて事前に登録しませんか。

依頼会員：市内に居住もしくは勤務されている方で、概ね2ヶ月から小学６年生までのお子さんがいらっ
しゃる方。

協力会員：岩沼市内にお住まいの２０歳以上の方で、「子育て応援者養成講座」「ファミリー・サポー

ト・センター登録必須講座」両修了証をお持ちの方。
（今年度も10月に上記講座を開催する予定です。受講料は無料となります。）

※有資格者（保育士・幼稚園、小学校教諭・看護師）で直近5年以内に3年以上の現場経験がある方、

他市町村でのファミリー・サポート・センター事業経験者は事務局までご相談下さい。

会員募集中

ファミサポの送迎でも6歳未満の子どもはチャイルドシートの着用が原則です。

チャイルドシートは誰が準備する？
協力会員が持っている場合は依頼会員の了承のもと使用させていただいておりますが、

基本的には依頼会員が用意し、協力会員の車に設置し使います。


	スライド 1
	スライド 2

